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開会１０時００分 

○議長（阿部 寛治） 皆さん、おはようございます。 

  本日は全員出席で、開議は成立いたします。 

  ただいまから令和３年第３回篠栗町議会臨時会を開会いたします。 

  本日の日程は、タブレットに掲載しております議事日程のとおりでございます。 

  これより日程に従い、議事を進めます。 

  日程第１、「会議録署名議員の指名」を行います。 

  会議録署名議員は、会議規則第１２７条の規定により、議長において、７番、 

栗須信治議員、８番、村瀨敬太郎議員を指名いたします。 

  日程第２、「会期の決定の件」を議題といたします。 

  お諮りします。 

  本臨時会の会期は、本日７月２９日の１日間にしたいと思いますが、これにご異

議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（阿部 寛治） 異議なしと認めます。 

  よって、会期は、本日１日間に決定いたしました。 

  日程第３、「議案の上程」を議題といたします。 

  本臨時会に提出されております議案は、議案第４５号から議案第４７号までの３

議案でございます。 

  それでは、議案第４５号から議案第４７号までを一括議題といたします。 

  町長に一括して、提案理由の説明を求めます。 

  三浦町長。 

○町長（三浦 正） 皆さん、おはようございます。 

  本日、令和３年第３回臨時会の招集をいたしましたところ、公私ともご多忙の中

ご出席賜り誠にありがとうございました。 

  上程議案の説明をする前に、若干のお時間をいただきまして、第２回定例会以降

の諸情勢について、２点ご報告いたします。 

  １点目は、既に議員の皆様のお手元に届いていると思いますが、第２回定例会に

おいて制定された「篠栗町『町民の命を守るささぐりづくり』条例リーフレット」

を各戸配布し始めました。遅くとも８月第１週には配布完了の予定でございます。 

  ２点目、新型コロナワクチンの接種状況について申し上げます。 

  篠栗町においては、１６歳以上の町民の皆様に、既に接種券を配布しております。 
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  当初、順次、接種予定の開始を行う予定でございましたが、国からのワクチンの

供給が当初見込みを下回る状況となったため、開始時期を少し後送りにしておりま

す。３９歳以下の皆様の予約接種の開始日は、ただいまのところ未定でございます。 

  なお、町内におけるクラスター防止を目的に、高齢者施設従事者、高齢者に関わ

る従事者や障がい者施設入所者及び従事者につきましては、余剰ワクチンで対応中

であり、保育所、学校等のエッセンシャルワーカーにつきましては、希望者には、

夏休み期間中の接種体制を確保している状況でございます。 

  今後の状況につきましては、適宜、議員の皆様方にご報告申し上げます。 

  以上でございます。 

  それでは、提案理由の説明に移ります。 

  本臨時会に提案しております議案第４５号から議案第４７号までの３議案につい

て説明をいたします。 

  議案第４５号は、「財産の取得について」であります。 

  本議案は、今年度導入予定の「どこでもプライベートプリント」に対応できない

カラー複合機を、対応できる機種に更新するため、財産の取得について仮契約を結

びましたので、篠栗町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する

条例第３条の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 

  取得する財産は、カラー複合機５台。 

  契約金額は、７３１万５,０００円。 

  契約方法は，随意契約。 

  契約の相手方は、株式会社ＢＣＣ 代表取締役 田中 功であります。 

  議案第４６号は、「財産の処分について」であります。 

  本議案は、企業誘致を図るため、篠栗北地区産業団地開発事業において、造成し

た土地を工場等の用地として売却するものでございます。 

  この度、売却の相手方と立地協定を締結し、土地の売却について仮契約を結びま

したので、篠栗町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

第３条の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 

  所在地は、篠栗町彩り台３４６番地１２。 

  面積は、９,１７６.３７平方メートル。 

  売却額は、４億６,５２４万１,９５９円。 

  売却方法は、随意契約。 

  売却の相手方は、東洋冷蔵株式会社 代表取締役社長 大塚 茂であります。 
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  議案第４７号は、「訴えの提起について」であります。 

  本議案は、令和２年１１月１０日午後０時２５分頃、町職員が運転する庁用車が

篠栗町中央四丁目４７４８番先の町道を進行していたところ、点滅信号のある交差

点において、交通事故が発生し、本町が自動車保険に加入している一般財団法人全

国自治協会が示談折衝を行っておりましたが、相手方はこれに応じず、本町に対し、

相手方の車両の損害額等の支払いを求める訴えを提起しているものであります。 

  本件は、交差点による出会い頭の事故であり、相手方にも一定の過失があると考

えられるため、本町の損害額の４割の過失割合分に相当する１２万１２０円及びこ

れに対する遅延損害金を加えた金額の支払いを求め、訴訟を提起するものでありま

す。 

  以上が、本臨時会に提案いたしました議案の提案理由でございます。 

  慎重審議方よろしくお願いいたします。 

○議長（阿部 寛治） ただいまの提案理由の説明に対し、大綱質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  ないようですので質疑を終わります。 

  日程第４、「議案の委員会付託について」を議題といたします。 

  お諮りします。 

  議案第４５号から議案第４７号までの３議案につきましては、議案付託表のとお

り、総務建設、文教厚生、それぞれ所管の常任委員会に付託したいと思います。 

  これに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（阿部 寛治） 異議なしと認めます。 

  よって、そのように付託することに決定しました。 

  それでは、この後、常任委員会を行いますので、それぞれの委員会室にお集まり

ください。 

  では、本会議を暫時休止します。 

休止 午前１０時１２分 

再開 午前１０時５２分 

○議長（阿部 寛治） 本会議を再開いたします。 

  日程に従い、採決を行います。 

  日程第５、議案第４５号「財産の取得について」を議題といたします。 

  本案は、総務建設常任委員会に付託しておりましたので、委員長の報告を求めま
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す。 

  古屋委員長。 

○総務建設常任委員長（古屋 宏治） 報告いたします。 

  議案第４５号「財産の取得について」 

  本議案は、カラー複合機の購入によるもので、購入理由は、新型コロナウイルス

対応等で「どこでもプライベートプリント」に対応できる機種に更新することによ

り、業務の効率を進めるためであります。 

  当該財産の取得について仮契約を結んだため、篠栗町議会の議決に付すべき契約

及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定により、議会の議決を求められ

たものであります。 

  取得する財産は、カラー複合機５台。 

  契約金額は、７３１万５,０００円。 

  契約方法は、随意契約であります。 

  なお、当該財産の取得につきましては、一般競争入札を実施いたしましたが、予

定価格に達する入札がなく落札者がなかったため、地方自治法施行令第１６７条の

２第１項第８号の規定に基づき、随意契約とするものであります。 

  契約の相手方は、株式会社ＢＣＣ 代表取締役 田中 功であります。 

  当委員会において慎重審査の上、採決の結果、全員賛成にて原案のとおり可決い

たしております。 

  以上、報告を終わります。 

○議長（阿部 寛治） ただいまの委員長の報告に対し、質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  はい、今長谷議員。 

○議員（今長谷 武和） この複合機５台は、どこに設置されるのでしょうか。 

○議長（阿部 寛治） はい、委員長。 

○総務建設常任委員長（古屋 宏治） 役場庁舎内に５台設置されます。 

○議長（阿部 寛治） 質疑はありませんか。 

  質疑なしと認めます。 

  次に、討論を行います。 

  討論はありませんか。 

  ないようですので討論を終結し、ただいまから採決を行います。 

  本案に対する委員長の報告は、可決です。 
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  本案を委員長報告のとおり、決定することに賛成の方は、ご起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（阿部 寛治） 全員賛成と認めます。 

  よって、議案第４５号は、委員長報告のとおり、可決することに決定しました。 

  日程第６、議案第４６号「財産の処分について」を議題といたします。 

  本案も総務建設常任委員会に付託していましたので、委員長の報告を求めます。 

  古屋委員長。 

○総務建設常任委員長（古屋 宏治） 報告いたします。 

  議案第４６号「財産の処分について」 

  本議案は、篠栗北地区産業団地開発事業において、造成した土地を工場等の用地

として売却するため、篠栗町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に

関する条例第３条の規定に基づき、議会の議決を求められたものであります。 

  売却する土地について、 

所在、篠栗町彩り台３４６番１２。 

  面積、９,１７６.３７平方メートル。 

  売却額、４億６,５２４万１,９５９円。 

  売却の相手方、東京都江東区永代２丁目３７番２８号 東洋冷蔵株式会社 代表

取締役社長 大塚 茂に売却するものであります。 

  当委員会において慎重審査の上、採決の結果、全員賛成にて原案のとおり可決い

たしております。 

  以上、報告を終わります。 

○議長（阿部 寛治） ただいまの委員長の報告に対し、質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  質疑なしと認めます。 

  次に、討論を行います。 

  討論はありませんか。 

  ないようですので、討論を終結し、ただいまから採決を行います。 

  本案に対する委員長の報告は、可決です。 

  本案を委員長報告のとおり、決定することに賛成の方は、ご起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（阿部 寛治） 全員賛成と認めます。 

  よって、議案第４６号は、委員長報告のとおり、可決することに決定しました。 



－ 6 － 

  日程第７、議案第４７号「訴えの提起について」を議題といたします。 

  本案は、文教厚生常任委員会に付託しておりましたので、委員長の報告を求めま

す。 

  栗須委員長。 

○文教厚生常任委員長（栗須 信治） 報告いたします。 

  議案第４７号「訴えの提起について」 

本議案は、令和２年１１月１０日に発生した、町職員が運転する庁用車による交

通事故の訴えの提起について、地方自治法第９６条第１項第１２号の規定により、

議会の議決を求められたものであります。 

  本議案の詳細につきましては、 

１、事件名、損害賠償等請求事件。 

  ２、請求の原因、当該事件については、本町が加入している一般財団法人全国自

治協会が示談折衝を行っておりましたが、相手方はこれに応じず、本町に対して相

手方の車両の損害額等の支払いを求める訴えを提起しております。 

  本件は、相手方にも一定の過失があると考えられるため、本町の損害額の４割の

過失割合分に相当する１２万１２０円及びこれに対する遅延損害金を加えた金額の

支払いを求め提起するものであります。 

  当委員会において慎重審査の上、採決の結果、全員賛成にて原案のとおり可決い

たしております。 

  以上、報告を終わります。 

○議長（阿部 寛治） ただいまの委員長の報告に対し、質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  質疑なしと認めます。 

  次に、討論を行います。 

  討論はありませんか。 

  ないようですので討論を終結し、ただいまから採決を行います。 

  本案に対する委員長の報告は、可決です。 

  本案を委員長報告のとおり、決定することに賛成の方は、ご起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（阿部 寛治） 全員賛成と認めます。 

  よって、議案第４７号は、委員長報告のとおり可決することに決定しました。 

  本臨時会の日程は、全て終了いたしました。 
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  本日の会議を閉じます。 

  これをもちまして、令和３年第３回篠栗町議会臨時会を閉会といたします。 

閉会 午前１１時０２分 
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